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 （８）市町村（子育て世代包括支援センター）への紹介（相談・育児支援） 

   医療機関は、確認検査及び二次検査で「リファー（要再検）」となった場合、早期

からの支援をするため、保護者の同意を得た上で、「育児支援連絡票」（Ｐ.３６様式

６－１）により、市町村（子育て世代包括支援センター）の保健師へ連絡してくださ

い。 

   市町村（子育て世代包括支援センター）の保健師は、医師や関係者との連絡調整を 

行い、保護者への相談・育児支援を行います。 

 また、市町村（子育て世代包括支援センター）は電話や訪問等による対応状況を、 

「育児支援報告書」（Ｐ.３７様式６－２）により、連絡元の医療機関へ報告します。 

 

 （９）母子健康手帳への記載と確認 

   新生児聴覚スクリーニング検査を実施した医療機関は、原則として、その実施年月 

日、検査法及び検査結果を母子健康手帳に貼り付けるか、記載をします。 

市町村（子育て世代包括支援センター）は、出生届出時や訪問指導等の際に、新生 

児聴覚検査の受検状況を確認します。 

 また、未受検者に対しては啓発リーフレット「赤ちゃんの聴覚検査を受けましょう」 

（Ｐ２９様式１）を活用し、検査の目的や必要性を説明してください。 

 

母子健康手帳（記載例） 

 

 

 


